
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 議 会 の 議 決 を 要 す る 重 要 な 公 の 施 設 に 関 す る 条 例

を こ こ に 公 布 す る 。  

  平 成 23年 ７ 月 25日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 30号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 議 会 の 議 決 を 要 す る 重 要 な 公 の 施 設 に  

関 す る 条 例  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 議 会 の 議 決 を 要 す る 重 要 な 公 の 施 設 の 長 期 か つ 独

占 的 な 利 用 又 は 廃 止 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 重 要 な 公 の 施 設 ）  

第 ２ 条  水 道 事 業 施 設 に つ い て 、 ５ 年 を 超 え る 期 間 に わ た り 独 占 的 な 利

用 を さ せ る と き は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 96条 第 １ 項 第 11号 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 得 な け れ ば

な ら な い 。  

（ 特 に 重 要 な 公 の 施 設 ）  

第 ３ 条  水 道 事 業 施 設 に つ い て 、 こ れ を 廃 止 し 、 又 は 10年 を 超 え る 期 間

に わ た り 独 占 的 な 利 用 を さ せ る と き は 、法 第 244条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 、 議 会 に お い て 出 席 議 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の 者 の 同 意 を 得 な け れ ば

な ら な い 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


